
政府の交通対策本部の決定について

「高齢運転者による交通事故防止対策について」
（平成29年７月交通対策本部決定）

高齢運転者による交通事故防止対策について、この度別紙のとおり「高齢運転者交通事故
防止対策ワーキングチーム」から検討結果が報告されたことを受け、同報告に記載の取組を
緊急かつ強力に推進するものとする。

３．高齢運転者の特性も踏まえた更なる対策

(1)   「高齢運転者交通事故防止対策に関する有識者会議」において取りまとめられた「高
齢運転者交通事故防止対策に関する提言」を踏まえた今後の方策

キ 改正道路交通法の施行後１年間の状況等を踏まえ、80歳以上の運転リスクが特に
高い者への実車試験の導入や「安全運転サポート車」限定免許の導入といった高齢

者の特性等に応じたきめ細かな対策の強化に向けた運転免許制度の更なる見直し

「高齢運転者による交通事故防止に向けて」
（平成29年６月30日高齢運転者交通事故防止対策ワーキングチーム）
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